
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

本

庁 

地

方

機

関 

学
校
以
外
の
教
育
機
関 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長 

平 

川 

理 

恵 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 
正 

前 

 

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
） 

課

等

名 

文
書
記
号 

（
略
） 

高
校
入
学
者
選
抜
制
度
推
進

課 

（
略
） 

（
略
）
 

「
広
教
委
選
」
 

 

（
略
）
 

 

 

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
） 

課

等

名 
文
書
記
号 

（
略
） 

学
校
教
育
情
報
化
推
進
課 

 

（
略
） 

（
略
）
 

「
広
教
委
情
」
 

 

（
略
）
 

 

 
 

 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

別
表
第
一
（
第
六
条
の
二
関
係
） 

部
長
専
決
事
項 

課
長
及
び
セ
ン

タ
ー
長
専
決
事

項 

係
長
専
決
事
項 

一
―
十
九 

（
略
） 

一
―
五 

（
略
） 

六 

各
種
行
事
の

共
催
及
び
後
援

の
名
義
使
用
の 

一
―
十
一 

（
略
） 

 

 

別
表
第
一
（
第
六
条
の
二
関
係
） 

部
長
専
決
事
項 

課
長
及
び
セ
ン

タ
ー
長
専
決
事

項 

係
長
専
決
事
項 

一
―
十
九 

（
略
） 

一
―
五 

（
略
） 

六 

各
種
行
事
の

共
催
並
び
に
後

援
及
び
協
賛
の 

一
―
十
一 

（
略
） 

 



 
 

 

承
認 

 

七
―
三
十
七
（
略
） 

  

  
 
 

附 
則 

 

１ 

（
略
） 

 

２ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
総
括
官
の
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
総
括
官
」
と
い

う
。
）
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
第
五
条

に
規
定
す
る
乳
幼
児
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
生
涯

学
習
課
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事
項
の
欄

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
別
表
第
三
号
の
表
第

一
号
に
掲
げ
る
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
の
職

に
あ
る
者
（
以
下
「
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

」
と
い
う
。
）
は
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に

掲
げ
る
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
の
職
に
あ
る
者

（
以
下
「
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
」
と
い
う
。

）
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事

項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
別
表
第
一
号
の
表
第

一
号
の
三
に
掲
げ
る
参
与
の
職
に
あ
る
者
（
以
下
「

参
与
」
と
い
う
。
）
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織

規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
指
導
課
に
つ
い

て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

当
分
の
間
、
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
は
、
別

表
第
一
課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

６ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
不
登
校
支
援
セ
ン
タ
ー
長
及
び
人
材
育
成
推
進
監

並
び
に
第
四
項
に
掲
げ
る
県
立
学
校
改
革
推
進
監
及

び
教
育
支
援
推
進
監
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
一

課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
、
課
長
が
主
務
部
長
の
承
認
を
得
て
指
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

７
・
８ 

（
略
） 

９ 

当
分
の
間
、
参
与
は
、
別
表
第
二
学
び
の
変
革
推

進
部
の
部
義
務
教
育
指
導
課
の
項
部
長
専
決
事
項
の

欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

―

 

（
略
） 

 

当
分
の
間
、
教
育
次
長
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
び
の
変
革
推
進
部
に
お
け
る

総
括
官
、
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
参
与

の
所
掌
事
務
に
係
る
代
理
決
裁
に
つ
い
て
特
別
な
定 

め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

当
分
の
間
、
学
び
の
変
革
推
進
部
長
は
、
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
び
の
変
革
推
進 

 

名
義
使
用
の
承 

認 

七
―
三
十
七
（
略
） 

 

  
 
 

附 

則 
 

１ 

（
略
） 

 

２ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
総
括
官
の
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
総
括
官
」
と
い

う
。
）
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
第
五
条

に
規
定
す
る
教
育
支
援
推
進
課
、
乳
幼
児
教
育
支
援

セ
ン
タ
ー
及
び
生
涯
学
習
課
に
つ
い
て
、
別
表
第
一

部
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

               

３ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
の
職
に
あ
る
者
（
以

下
「
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、

別
表
第
一
課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
不
登
校
支
援
セ
ン
タ
ー
長
及
び
人
材
育
成
推
進
監

並
び
に
第
四
項
に
掲
げ
る
県
立
学
校
改
革
推
進
監
、

教
育
支
援
推
進
監
及
び
情
報
化
推
進
監
の
職
に
あ
る

者
は
、
別
表
第
一
課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項

の
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
課
長
が
主
務
部
長
の

承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

    

７
―

 

（
略
） 

 

当
分
の
間
、
教
育
次
長
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
び
の
変
革
推
進
部
に
お
け
る

総
括
官
の
所
掌
事
務
に
係
る
代
理
決
裁
に
つ
い
て
特

別
な
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

当
分
の
間
、
学
び
の
変
革
推
進
部
長
は
、
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
び
の
変
革
推
進 



部
に
お
け
る
学
校
経
営
戦
略
推
進
課
長
及
び
教
育
支

援
推
進
課
長
の
所
掌
事
務
に
係
る
代
理
決
裁
に
つ
い

て
特
別
な
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

当
分
の
間
、
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
び
の
変

革
推
進
部
に
お
け
る
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
の

所
掌
事
務
に
係
る
代
理
決
裁
に
つ
い
て
特
別
な
定
め

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

部
に
お
け
る
学
校
経
営
戦
略
推
進
課
長
、
教
育
支
援

推
進
課
長
、
学
校
教
育
情
報
化
推
進
課
長
及
び
個
別

最
適
な
学
び
担
当
課
長
の
所
掌
事
務
に
係
る
代
理
決

裁
に
つ
い
て
特
別
な
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 
 

附 

則 

こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


